
 

兵庫県日赤有功会々則 

 

第１条  本会は、兵庫県日赤有功会と称する。 

 

第２条  本会の事務所は、日本赤十字社兵庫県支部事務局内に置く。 

 

第３条  本会は、下記各号に該当する者を以って組織する。 

（１）兵庫県支部を通じて日本赤十字社に多額の社資を拠出し、紺綬褒章を

受章した者。 

（２）兵庫県支部を通じて日本赤十字社に前号相当の社資を拠出し、褒章条

例による第１号褒状を受章した法人の代表。 

（３）兵庫県支部を通じて日本赤十字社から金色有功章または銀色有功章を

受章した者及び同等の功績があった者。 

 

第４条  前条に該当する者は、入会の申込みによって会員となる。 

 

第５条  本会の目的は下記のとおりとする。 

（１） 会員相互の親睦を図る。 

（２） 会員の協力によって、赤十字の人道的使命を広め、社会の福祉と世界

の平和に寄与する。 

 

第６条  本会は、前条の目的を達成するため下記に掲げる業務を行う。 

（１） 毎年１回定時総会を開催する。但し、会長が必要と認めたときは、臨

時総会を開催することができる。なお、緊急やむを得ないときは、理

事会をもって総会にかえることができる。 

（２） 会員は、赤十字に対する理解を深めることにつとめ、支部事業の伸展

に協力する。 

（３） 会員は、自ら又は他と協力して新規会員を勧誘し、会勢の発展につと

める。 

 

第７条  本会に下記の役員を置く。 

会長  １名 

副会長 ５名以内 

理事  若干名 

監事  ２名  

 

第８条  会長は、本会を代表し会務を総理する。 

２  副会長は会長を補佐し、会長に事故のあるときはその職務を代行する。 

３  理事は会の運営に参画し、会務の推進にあたる。 

４  監事は会の経理を監査する。 



 

 

第９条  会長、副会長は会員の中から互選する。 

２  理事、監事は総会の議を得て会長が委嘱する。 

３  理事及び監事は相互に兼ねることはできない。   

 

第１０条 役員の任期は２年とする。但し、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間と

する。 

 

第１１条 本会に名誉会長及び顧問、または相談役を置くことができる。 

２ 名誉会長及び顧問または相談役は、役員の推薦によって会長が委嘱する。 

３ 名誉会長及び顧問または相談役は、本会の主要事項につき会長の諮問にこ

たえる。 

第１２条 本会に事務局を置き、事務局長及び書記若干名を置く。 

２ 事務局長は、支部事務局長を以ってこれにあてる。 

３ 書記は事務局長の命を受け、事務及び経理を処理する。 

 

第１３条 本会の経費は、会員の会費及びその他の寄付金をもってこれにあてる。 

２ 会費は、年額５，０００円とする。 

３ 入会初年度の会費は無料とする。 

 

第１４条 本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 

 

附則 

１ 本会は赤十字の原則にしたがい、政治的又は宗教的目的のための活動は行わない。 

２ この会則は、昭和４０年５月２７日より実施する。 

３ この会則は、昭和５３年７月１５日一部改正する。 

４ この会則は、昭和５５年７月１５日一部改正する。 

５ この会則は、昭和５６年７月１５日一部改正する。 

６ この会則は、平成４年６月６日一部改正する。 

７ この会則は、平成９年６月６日一部改正する。 

８ この会則は、平成１５年４月１日一部改正する。  

９ この会則は、令和３年７月１日一部改正する。 

 

 

 

 

 

 

 



 

兵庫県日赤有功会慶弔内規 

 

１ 本内規は兵庫県日赤有功会会員に適用する。 

２ 本会会員が国又は地方自治体から叙位、勲章、その他名誉の表彰等を受けたときに

は、次により祝意を表する。 

（１）祝電    有功会長名、支部長名(二通) 

３ 本会会員が米寿をむかえられたときは、次により祝意を表する。（原則として総会

会場で行う） 

（１）お祝い   金１０，０００円 

４ 本会会員が死亡したときは、次により弔意を表する。 

（１）御香料   金１０，０００円 

（２）弔電    有功会長名、支部長名、事務局長名（三通） 

５ 本会会員以外の慶弔については、必要がある場合は正副会長と協議する。 

６ 上記慶弔については、本会会員及び家族等が有功会事務局に連絡を行う。 

７ 本内規は、役員会において改定することができる。 

 

附則 

１ 本内規は、昭和５６年７月４日より実施する。 

２ 本内規は、平成８年６月５日より一部改正する。 



 

兵庫県日赤有功会員の退会等に関する内規 

 

１ 本内規は兵庫県日赤有功会会員に適用する。 

 

２ 本会員は、次に掲げる事由によって退会又は退会したものとみなす。 

（１）会員から脱会の申し入れがあった場合 

（２）会員が死亡した場合（法人の場合にあっては、解散した場合） 

（３）会費が５年間未納の場合 

 

３ 会費が３年間未納の場合、会員としての資格を中断し、慶弔内規の適用や   

ミニドック検診等は受けられないこととする。 

 

附則 

１ 本内規は、平成１７年４月１日から実施する。 

 

 

 

日本赤十字社有功章社員章着用心得 

 

１ 有功章及び社員章は、次の場合に着用できるものとする。 

（１）国、地方公共団体その他公の機関の行う式典 

（２）日本赤十字社の行う式典 

２ 有功章及び社員章は、礼服又は平服に着用するものとする。 

３ 有功章及び社員章は、男女共左胸に着用するものとする。 

４ 有功章及び社員章は併着するものとし、胸の内側から有功章、社員章の順

序に着用するものとする。 

５ わが国の勲章等並びに外国の勲章等と併せて有功章、社員章を着用する場

合は、勲章等の外側に着用するものとする。 

６ 有功章及び社員章の略綬は、それぞれ記章にかえて着用できるものとする。 

７ 有功章及び社員章の略綬は、通常男子にあっては、洋服着用の場合は左襟見

返しボタン孔に、和服着用の場合は左胸に着用するものとし、女子にあっては、

洋服和服問わず左胸に着用するものとする。 


